
新 旧

第１章　治験審査委員会 第１章　治験審査委員会

（治験審査委員会の設置及び構成） （治験審査委員会の設置及び構成）

第３条　治験審査委員会は、院長が指名する者５名以上をもって構成する。 第３条　治験審査委員会は、院長が指名する者５名以上をもって構成する。

なお、院長は治験審査委員会の委員にはなれないものとする。 なお、院長は治験審査委員会の委員にはなれないものとする。

（１）委員長：副院長 （１）委員長：副院長（特命副院長）

（２）～（５）　略 （２）～（５）　略

２～４　略 ２～４　略

第１章　治験審査委員会 第１章　治験審査委員会

（治験審査委員会の運営） （治験審査委員会の運営）

第５条　治験審査委員会は、原則として月１回開催する。但し、院長から緊急に意見を求 第５条　治験審査委員会は、原則として月１回開催する。但し、院長から緊急に意見を求

められた場合には、随時委員会を開催することができる。 められた場合には、随時委員会を開催することができる。

２～３　略 ２～３　略

４　治験審査委員会は、以下の要件を満たす会議においてのみ、その意思を決定できるも ４　治験審査委員会は、以下の要件を満たす会議においてのみ、その意思を決定できるも

のとする。 のとする。

（１）審議の採決に参加できる委員が委員総数の過半数が参加していること。 （１）審議の採決に参加できる委員が委員総数の過半数が参加していること、かつ最低で

　　　も５名以上の委員が参加していること。

（２）第３条第１項（４）の委員が少なくとも１名参加していること。 （２）第３条第１項（４）の委員が少なくとも１名参加していること。

（３）第３条第１項（５）の委員が少なくとも１名参加していること。 （３）第３条第１項（５）の委員が少なくとも１名参加していること。

５～１３　略 ５～１３　略

独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター
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（附則）
平成２５年  ５月  １日  作成
平成２５年　７月　１日　一部改訂
平成２６年１２月　１日　一部改訂
平成２７年　４月　１日　一部改訂
平成３０年　４月　１日　一部改訂
平成３０年　７月　１日　一部改訂
平成３０年１０月　１日　一部改訂
令和　４年　４月　１日　一部改訂
令和　４年　９月　１日　一部改訂
令和　５年　１月　１日　一部改訂
令和　６年１０月　１日　一部改訂

（附則）
平成２５年  ５月  １日  作成
平成２５年　７月　１日　一部改訂
平成２６年１２月　１日　一部改訂
平成２７年　４月　１日　一部改訂
平成３０年　４月　１日　一部改訂
平成３０年　７月　１日　一部改訂
平成３０年１０月　１日　一部改訂
令和　４年　４月　１日　一部改訂
令和　４年　９月　１日　一部改訂
令和　５年　１月　１日　一部改訂
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